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第４節 医療圏と基準病床数

１ 医療圏
（１）二次医療圏

二次医療圏の設定については、

①1989（平成元）年の設定以来、市町村合併に伴う区域の変更を経て、現行の圏域に基づき

各種の保健医療施策の展開や保健医療サービスの提供体制の確立が図られていること

②高齢者福祉圏域及び障害保健福祉圏域と一致しており、保健・医療と福祉の連携が図りや

すいこと

③人口規模や流入・流出患者割合、医療資源の分布など圏域設定の要素に大きな変化がない

こと

などから、引き続き現行の医療圏域とします。

医療圏別人口

二次医療圏 構 成 市 町 村 人   口

新川 魚津市、黒部市、入善町、朝日町 120,426人

富山 富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町 500,623人

高岡 高岡市、氷見市、射水市 310,880人

砺波 砺波市、小矢部市、南砺市 129,464人

県 1,061,393人

人口は、2016（平成28）年10月１日現在

（２）三次医療圏

三次医療圏は高度で先進的な医療を提供する区域として、原則として都道府県の区域を単

位として設定することとされており、引き続き、県全域を三次医療圏とします。

２ 基準病床数
○ 基準病床数は、病床の適正配置を図り、適切な入院体制を確保するため、医療圏内にお

ける病床整備の目標と規制基準を示すものです。

○ 病床の種別ごとの基準病床数は、医療法施行規則に定める方法により、2017（平成29）

年度富山県患者動向調査等の結果に基づき算定を行いました。

○ 療養病床及び一般病床の基準病床数については二次医療圏ごとに定め、精神病床、結核

病床、感染症病床の各基準病床数については県全域において定めることとされています。
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病 床 の 種 別 医 療 圏 基準病床数

新 川 1,228

療 養 病 床     富 山 5,509

及 び 高 岡 2,793

一 般 病 床     砺 波 1,461

      合 計 10,991

精 神 病 床     県 全 域 2,684

結 核 病 床     県 全 域 58

感染症病床 県 全 域 22
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（２）感染症対策 

① 感染症対策 

[現状と課題] 

○ 感染症対策は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」

（以下、「感染症法」という。）のもと、感染症の発生時に行う防疫措置ととも

に、感染症発生動向調査の体制整備等を通じて、平時から感染症の発生とまん

延防止に備えた事前対応型行政を推進していくことが重要です。 

○ 感染症法及び同法に基づく国の基本指針を踏まえ、感染症の予防のための施

策を総合的に推進するため、2001（平成 13）年２月に策定した「富山県感染症

対策計画」を改正します。 

○ 東南アジア、中国等において高病原性鳥インフルエンザがヒトに感染し、死

亡例が報告されており、依然としてヒトからヒトに感染する病原性の高い新型

インフルエンザの発生が懸念されています。このため、2005（平成 17）年 12 月

に富山県新型インフルエンザ対策本部を設置するとともに、2013（平成 25）年

４月に施行された新型インフルエンザ等特別対策措置法に基づき、同年 11 月に、

富山県新型インフルエンザ等対策行動計画を策定しました。また、新型インフ

ルエンザ対策検討委員会を設置し専門的な見地から対策の検討を進めるととも

に、抗インフルエンザウイルス薬や医療器材の備蓄を進めるなど、対策の推進

を図っています。 

○ 感染症法に基づき、感染症発生動向調査を実施し、厚生センター・保健所、

県感染症情報センター及び国（厚生労働省）をオンラインで結び、定点医療機

関からの患者発生情報の迅速な伝送及び医療機関や学校など関係機関へ情報還

元を行うことにより、感染症のまん延を未然に防止しています。 

○ 県立中央病院が、一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等の患者

の入院を担当する第一種感染症指定医療機関として、また、黒部市民病院、富

山市民病院、高岡市民病院及び市立砺波総合病院が、二類感染症患者（結核患

者を除く。）等の入院を担当する第二種感染症指定医療機関として指定されてい

ます。 

○ 我が国におけるエイズ患者 4・ＨＩＶ感染者 5の報告数は年々増加傾向にあり、

県内においても、2016（平成 28）年末までに、エイズ患者 31 人、ＨＩＶ感染者

40 人の報告がなされています。 

○ ＨＩＶ感染は、地方都市への拡大の傾向が見られるとともに、20 歳代から 30

歳代の割合が高く、性的接触による感染が大半を占めるなど今後も拡大する傾

向にあり、さらなる対策の強化が必要です。 

○ 厚生センター・保健所において、1992（平成４）年度から匿名によるＨＩＶ

                                                   
4 ＨＩＶ（Human immunodeficiency virus：ヒト免疫不全ウイルス）に感染し、免疫力が

低下することによって、ＡＩＤＳ（エイズ）（Acquired immunodeficiency syndrome：後

天性免疫不全症候群）を発症した者。 
5 ＨＩＶに感染しているが、後天性免疫不全症候群を発症していない状態の者。  
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抗体検査を開始し、1994（平成６）年度からは無料検査、さらに 2006（平成 18）

年度からは迅速検査を導入し、検査体制の充実を図っています。 

○ 2011（平成 23）年度からは、ＮＰＯ法人との協働により学園祭の場などを利

用して、ＨＩＶ／エイズに関する普及啓発及び出前検査を実施し、若年層向け

の正しい知識の普及啓発と相談・検査体制の充実を図っています。 

○ エイズ治療中核拠点病院として県立中央病院を、エイズ治療拠点病院として

富山大学附属病院を選定し、設備の充実や関係職員の資質の向上を図り、患者・

感染者が安心して医療を受けることができる体制の整備に努めています。 

○ 2016（平成 28）年３月に富山県ＨＩＶ感染予防薬整備要領を策定し、エイズ

治療拠点病院にＨＩＶ感染予防薬を配置することにより、県内医療従事者の針

刺し等によるＨＩＶ感染防止体制の整備に努めています。 

○ 性感染症は、若年層への感染拡大が懸念されています。性器クラミジア感染

症は、治療を怠ると不妊等の後遺障害を引き起こすとともに、ＨＩＶに感染し

やすくなるなどの問題点が指摘されており、早期発見を図るため、2004（平成

16）年 11 月１日から、厚生センターにおいてクラミジア抗体検査を開始しまし

た。 

 

[施策の方向] 

○ 2016（平成 28）年に行われた感染症法等の改正を踏まえ、富山県感染症予防

計画を改正するとともに、2013（平成 25）年 11 月に策定した富山県新型インフ

ルエンザ等対策行動計画に基づき、医療体制の確保に努めていきます。 

○ 新たな感染症の発生に備えるため、検疫所等の関係機関との密接な連携のも

と、国内外の発生情報の把握、検査体制の強化、医療体制の確保、県民に対す

る情報提供の充実など、健康危機管理体制の整備に努めていきます。 

○ 衛生研究所においては、感染症及び病原体等の技術的かつ専門的な機関とし

て、感染症及び病原体等の調査、研究、試験検査並びに感染症及び病原体等に

関する情報等の収集、分析及び提供など重要な役割を果たせるよう、その機能

強化に努めます。 

○ 感染症情報については、感染症発生動向調査や感染症流行予測調査などのサ

ーベイランス機能の強化を図り、県感染症情報センターから医療機関、保健福

祉関係者、学校等関係者、一般県民に広く情報提供し、その内容の充実に努め

ます。 

○ 性感染症の拡大を防止するため、正しい知識の普及啓発と相談・検査体制の

充実を図ります。 

○ 教育機関と連携して、性感染症の感染拡大が懸念される若年層に対して性感

染症に関する正しい知識と予防方法の普及を図ります。 

○ 第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関が、それぞれの役

割を果たすとともに、相互の連携や他の医療機関等関係機関との連携体制の構

築し、感染症患者に対して早期の適切な医療を提供することにより、まん延防

止を図ります。 



236 

○ 厚生センター等のＨＩＶ抗体検査・相談体制を充実し、検査希望者の利便性

等の向上を図るとともに、県立中央病院のエイズ治療中核拠点病院としての機

能の質的向上を図ります。 

○ 医療機関における診察等に際して、患者・感染者のプライバシーに配慮する

とともに、「抗ＨＩＶ治療ガイドライン」の周知を図り、良質かつ適切な医療の

提供を推進します。 

○ 医療機関、厚生センター、衛生研究所等の相互の連携を深め、感染症発生時

に適切な対応ができる体制を整備するなど、まん延防止対策の強化・推進を図

ります。 

 

第 一 種 感 染 症 指 定 医 療 機 関 

 
 
 
 
 

第 二 種 感 染 症 指 定 医 療 機 関 

医 療 圏 新川医療圏 富山医療圏 高岡医療圏 砺波医療圏 

医療機関名 黒部市民病院 富山市民病院 高岡市民病院 市立砺波総合病院 

指定病床数 ４床 ６床 ６床 ４床 

 

 

② 結核対策 

[現状と課題] 

○ かつて「国民病」と言われた結核は、感染症法に基づき健康診断、予防接種、

患者管理、結核医療を根幹として一貫した対策を実施し、順調に減少してきて

います。 

○ 高齢化の進展に伴う結核発病ハイリスク者の増加、医療機関や老人保健施設

における集団感染事例の増加、多剤耐性菌 6の出現等の新たな課題が発生してお

り、国内最大の感染症として予防対策に重点的に取り組む必要があります。 

○ 本県における結核新登録者数は、2012（平成 24）年の 140 人から 2016（平成

28）年の 117 人へと減少傾向にありますが、新登録者に占める 60 歳以上の割合

は 2016（平成 28）年 85.5％（全国 71.6％）と高く、高齢者における結核予防

対策への取組みが重要です。 

○ 結核対策を取り巻く状況の変化を踏まえ、乳幼児への直接ＢＣＧ接種の実施、

定期健康診断及び接触者健康診断の効率的・効果的実施のための見直しなど結

核対策の効率化・重点化を図ることを目的として、結核予防法が改正され、2005

（平成 17）年４月１日から施行されました。 

                                                   
6 多種の抗結核薬に耐性があり、少なくともＩＮＨ及びＲＦＰの両薬剤に対して耐性を示す結核菌。 

医 療 圏 富山医療圏 

医療機関名 県立中央病院 
指定病床数 ２床 
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また、結核を感染症法に位置付けて総合的な対策を実施するため、2007（平成

19）年４月１日に結核予防法が廃止され、感染症法に統合されました。 

 
[施策の方向] 

○ 2016（平成 28）年 11 月に改正された「結核に関する特定感染症予防指針」に

基づき、結核の予防及びまん延の防止、健康診断及び患者に対する良質かつ適

切な医療の提供、知識の普及などを総合的に推進します。 

○ 結核に関する最新知識を修得するため、各医療圏において医療従事者や結核

対策関係者を対象とした研修会を実施するとともに、医療関係者の派遣研修を

促進します。 

○ 結核発生時に、適切かつ迅速な接触者健康診断 7を実施し、二次感染を防止し

ます。 

○ 県内における感染状況の把握や、集団感染の早期探知及び拡大防止等のため、

感染症法に基づく患者発生動向調査のほか、衛生研究所を中心に分子疫学的手

法からなる病原体サーベイランスの機能強化を図ります。 

○ 結核の早期発見・拡大防止を図るため、引き続き健康診断の受診率の向上に

努めます。 

○ 医療従事者、教員、福祉施設職員等の定期健康診断の受診を徹底し、二次感

染を防止します。 

○ 結核患者の治療成功率を高めるため、全結核患者に対しＤＯＴＳ（直接服薬

確認療法） 8を推進し、服薬支援の強化を図ります。 
 

 

                                                   
7 結核患者が発生した場合、感染症法第 17 条に基づき患者の周囲にいた者に対して行われる健

康診断。 
8 ＷＨＯが推奨する、患者の服薬を第三者が確認する治療方法  
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③肝炎対策 

[現状と課題] 

○ 2002（平成 14）年度から老人保健法に基づき市町村において 40 歳以上の県民

を対象に肝炎ウイルス検査を実施し、感染の早期発見と速やかな治療につなげ

る受検体制を整備してきています。 

さらに、2009（平成 21）年に「肝炎対策基本法」が制定され、肝炎の正しい

理解の普及や、肝炎ウイルス感染者に対する適切な医療の提供の確保など、肝炎

の克服に向けた取組みを推進しています。 

○ 市町村における肝炎ウイルス検査のほか、県では、ウイルス感染に不安を持

つ方に対して、厚生センターや委託医療機関での受検体制を整備しています。 

○ 県内の市町村が実施する肝炎ウイルス検査の 2002（平成 14）年度から 2016

（平成 28）年度までの受検者数はＢ型肝炎、Ｃ型肝炎ともに約 15 万人となって

います。 

○ 肝炎の治療は、肝炎の状態に応じた治療方法の選択が重要であることから、

肝疾患専門病院とかかりつけ医等の連携による診療ネットワークを構築し、正

確な病態把握と治療方針の決定、適切な治療の継続を支援しています。 

また、県東部では県立中央病院、県西部では市立砺波総合病院を肝疾患診療連

携拠点病院に指定し、診療ネットワークの強化と相談支援の充実等を図っていま

す。 

○ 肝炎治療費への支援は、2008（平成 20）年度からＢ型肝炎及びＣ型肝炎患者

のインターフェロン治療への助成を開始し、2010（平成 22）年度からはＢ型肝

炎患者の核酸アナログ製剤治療を助成の対象とし、2014（平成 26）年度からは、

Ｃ型肝炎患者のインターフェロンフリー治療を助成の対象とするなど拡大して

きています。 

○ 2015（平成 27）年度から、重症化予防を図るため、肝炎ウイルス陽性者のフ

ォローアップ及び初回精密検査費用、定期検査費用の助成を実施しています。 

○ Ｂ型肝炎ワクチンは、2016（平成 28）年 10 月から、予防接種法に基づく定期

接種となり、１歳までが対象です。 

 

[施策の方向] 

○ 「日本肝炎デー」（７月 28 日）に合わせてキャンペーンや広報等を行い、肝

炎についての正しい知識の普及を行います。 

○ 市町村における肝炎ウイルス検査を周知するとともに、厚生センターや委託

医療機関等での検査を継続し、県民の利便性を考慮した検査体制の充実を図り

ます。 

○ 妊婦健診においてＢ型肝炎抗原検査を実施し、各医療機関において、陽性の

妊婦から出生した乳児に対するＢ型肝炎ワクチン接種や保健指導等を行うな

ど、Ｂ型肝炎母子感染予防対策に取り組みます。 

○ 肝臓専門医等の協力を得て、市町村、医療保険者、事業所に対して、肝炎の

病態や検査・治療体制、治療費助成制度に関する普及啓発を行います。 
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○ 肝炎ウイルス感染者が適切な治療を受けられるよう、肝疾患連携拠点病院や

専門医療機関等と協力しながら、診療ネットワークの強化を図ります。 

○ 肝炎患者が適切な治療を継続できるよう、医療費助成及び初回精密検査費用

助成、定期検査費用助成に関する情報を提供します。 
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